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厚生労働省発表の「平成26年度都道府県労働局雇用均等室での法施行状況」によると、2014年度の「配置・昇進・降格・
教育訓練など」に関する相談は、全体の2.3％でした。12年度は2.3％、13年度は2.6％でしたので、毎年一定の数の相談が
労働局雇用均等室に寄せられていることが分かります。

また、14年度の「間接差別」に関する相談は、全体の1.9％でした。12年度は0.2％、13年度は1.5％でしたので、毎年微増し
ていることがうかがえます。

「配置・昇進・降格・教育訓練など」に関するトラブルと「間接差別」に関するトラブルについて見ていきましょう。

 事例1  【3交代制の職場で、女性は希望する者のみとした】

A社には3交代制の深夜業務があり、男性社員は全員がその3交代制の対象となっています。一方、女性社員については、
希望する者だけを対象としているのですが、一部の女性社員から、この制度は男女雇用機会均等法に違反するのではな
いかとクレームを受けました。

男女雇用機会均等法第6条は、「配置・昇進・降格・教育訓練など」について、男女間で差別をすることを禁止しています（
図表1、図表2参照）。

この事例のように「一定の職務への配置に当たっての条件を男女で異なるものとすること」は男女雇用機会均等法第6条に
違反することとなります。
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ただし、個々の労働者の健康や家庭責任の状況を理由として、他の労働者と異なる取り扱いをすることは男女雇用機会均
等法に違反するものではありません。しかし、この場合においても、一方の性の労働者に対してのみ個々の労働者の状況
などを勘案することは違反となります。

配置に関する違反事例… 続きを読む
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